
此花区医師会 医介連携の窓 Ｎｏ．３        令和２(2020)年２月 

＜此花区在宅医療・介護連携相談支援室 電話 080-4702-1960＞ 

 

☆☆☆新 型 コロナウイルス電 話 相 談 窓 口☆☆☆ 

①大阪府(９：００～１８：００、土日祝も対応)  

        専用電話：０６－６９４４－８１９７  ファクス：０６－６９４４－７５７９ 

②大阪市帰国者・接触者相談センター(２４時間)：感染が疑われる場合 

        電話：０６－６６４７－０６４１  ファクス：０６－６６４７－１０２９ (大阪市保健所) 

③大阪国際交流センター外国人専用(平日９：００～１９：００、土日祝９：００～１７：３０) 

電話０６－６７７３－６５３３   Ｅメール cen te r@ i h-osaka . o r . j p 

※対応言語：英語、中国語、韓国・朝鮮語、ベトナム語、フィリピン語、日本語 

④厚生労働省(９：００～２１：００、土日祝も対応) 電話０１２０－５６５－６５３ 

 

①会内活動 ～(多職種の)顔の見える化・(支援室の)プラットホーム化を目指して～ 

◆新型コロナウイルス対策(情報提供)：啓発ポスター(日本語・中国語・英語表記)を、ＵＦＪ

周辺を含め、此花区内の２１のホテルに配布しました。 

◆此花区認知症啓発研修会：１月２２日(水)開催(於・此花会館４階)。 

「認知症予防と終活のススメ」と題して、認知症施策推進大綱における”認知症予防”にスポ

ットをあて、ＡＣＰの現状や任意後見契約等の実際に関する講演がありました。特に、安田副

会長からは、アルツハイマー型認知症等の予防策の説明と注意喚起がありました。 

◆此花区民向け認知症理解啓発映画上映会：１月２９日(水)開催(於・此花区民ホール)。 

板東博志会長からの挨拶、タイムスケジュールの説明があり、映画が上映されました。主な

登場人物は撮影当時、母８７歳(昭和４年生)、父９５歳(大正９年生)、監督である娘５５歳

(昭和３６年生)、場所は広島県呉市です。母はアルツハイマー型認知症となり、父は最近耳

が遠くなり、娘は東京在住という典型的な「老老介護」のリアルなドキュメンタリーです。 

上映の後、娘である信友直子監督から講演があり 

ました。その中で、介護に対する思いとして、「家族は 

介護を抱え込まない。自分たちで無理のない介護を 

すべき。そのためには、介護サービスの導入は重要 

で、かつ近所の人との関わりも大切」との思いが述べ 

られ、また「制度としての(無機質な)介護サービスは 

要らない。人と人とがつながった介護サービスなら有 

り難い。笑顔でいることが大事」との発言もありました。 

◆「まちの保健室」(相談無料)：２月１３日(木)開催(於・ＦＵＴＡＢＡ・四貫島商店街内) 

今回８名(１０月以来の累計５６名)から、健康や介護等の相談がありました。 

◆「此花区在宅医療・介護連携相談支援室相談」(相談無料)：随時(主に電話相談) 

 １月１４日～２月１８日の間、６件あり、医療機関の紹介などを行いました。 

◆「此花区医師会訪問看護ステーション」：四貫島 2-18-13・電話 6460-3356／FAX 6460-3358 

医師会立のステーションです。受付時間は、９：００～１７：００(土日祝・年末年始除く)です。 

mailto:center@ih-osaka.or.jp
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1576067235/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhc3V0b3lhLmNvbS8yMDE2LzExL2Jsb2ctcG9zdF83Mi5odG1s/RS=^ADB3IwFbEC6TsnFPDh1LVKQn9K7cN4-;_ylt=A2Riol8ij.9dAkoANgyU3uV7;_ylu=X3oDMTBiaGxjcmduBHZ0aWQDanBjMDAy


②地域の案内 いずれも此花区社会福祉協議会(６４６２－１２２４)に連絡して下さい。 

□此花区見守り相談室：福祉に関する様々な相談を受けています！ 

□このはな助けあいの会「あいっこ」：有償ボランティアの会です。利用・活動会員を募集中です！ 

➂お知らせ 此花区役所(春日出北１－８－４・電話６４６６－９９８６) 

◎「おおさか精神科救急ダイヤル」：０５７０－０１－５０００ 

(平日１７：００～翌９：００、土日祝・年末年始９：００～翌９：００) 

◎薬物依存症相談窓口「フリーダム」：０６－６３２０－１１９６(毎週土曜日１５：００～１９：００) 

◎厚生労働省「児童虐待通告ダイヤル」：情報提供の場合は、全国共通「１８９」(いちはやく)

で、固定・携帯電話ともに通話料無料。相談の場合は、０５７０－７８３－１８９９（有料） 

◎「『男』悩みのホットライン」：生き方や仕事のことなどで「相談にのってほしい」と思う男性諸氏

は多いはず。０６－６９４５－０２５２(毎月第１・２・３月曜日の１９：００～２１：００) 

◎大阪府動物虐待「おおさかアニマルポリス」：担当者が犯罪と判断すれば大阪府警察本部

に連絡し、そうでなければ行政対応としている。＃７１２２(悩んだら・わん・にゃん・にゃん) 

◎成年後見制度における「診断書」：今般最高裁判所は、成年後見の家庭裁判所申立て時

に必要な医師の「診断書」の様式を、更に改訂(マイナーチェンジ)しました。新「診断書」をご

希望の場合は、本会事務局(電話６４６２－０５７２)までご連絡下さい。 

④トピックス ～テーマは、自分で決めること(自発的意思の尊重)です！～  

☆認知症施策推進大綱(昨年６月発出)：「共生と予防」をテーマに、当事者とともに認知症啓発

にも力を入れていく他、認知症予防にも積極的に取組むとし、運動不足の改善、生活習慣

病の予防、社会参加による社会的孤立の解消(通いの場の拡充)等の重要性を提示しました。 

☆成年後見制度：成年後見制度には、法定後見(認知症等で判断能力が衰えた時)と任意後

見(元気な時)の２つがあります。任意後見には、①見守り(安否確認等)or生前事務委任(財

産管理等)、②任意後見、③死後事務委任(葬儀・法要の手配等)の各契約があり、特に、

身寄りのない独居の方にお勧めです。契約形態としては、①②③の３点セット契約が多く、公

証役場で、「公正証書」の契約書を締結します。昨今、現役のヘルパーさんが見守り契約を

結び、行政書士の支援(家族代行)を依頼しているケースなどがあります。高齢者支援の選

択肢の一つとして、任意後見は有効です。なお、①～③は、いずれも報酬が発生します。 

法 定 後 見 本人の状態 任  意  後  見 

注：本人住所地の家庭裁判所に、後

見等開始を申立てます。申立てでき

る人は、配偶者、４親等内の親族、

検察官等となっています。 

元  気 関係公的機関：公証役場（公証人） 

 見守り契約 

 生前事務委任契約 

 任意後見契約 

 死後事務委任契約 

後見(保佐・補助)開始申立て 判断能力↓ 任意後見監督人選任申立て 

⇒法定後見の開始  ⇒任意後見の開始 

関係公的機関：家庭裁判所  関係公的機関：家庭裁判所 

後見(保佐・補助)の終了 死  亡 任意後見の終了 ⇒死後事務委任契約の開始 
 


